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院内がん登録 全国がん登録

実施主体 国・医療機関 国・都道府県

集計施設
がん診療連携拠点病院等（拠点病院）をはじめ、
「専門的な医療の提供施設、地域のがん医療確

保に中心的役割を果たす施設」

全国の病院及び
指定診療所（義務）

カバー率
新規症例の70％

拠点病院等に限ると50%程度
理論上100%

集計結果 各専門施設病院の診療実績
都道府県及び全国での

罹患数・率

主たる
集計目的

医療の実態把握と質の向上、
医療機関選択

国及び都道府県の
がん対策

集計開始 2007年 2016年

最新集計
2021年症例速報値

455施設 806,589万例
（上皮内がん含む全症例）

2019年診断例
999,075人

（上皮内がんを除く）

がん登録の種類について

2

国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 がん登録センター



院内がん登録の実施根拠
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 「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」
（がん診療連携拠点病院等の指定要件）
・標準登録様式に基づく実施
・がん登録実務者の配置、研修参加
・国立がん研究センターへの情報提供
・地域がん登録事業等に必要な情報提供

 「がん登録等の推進に関する法律」
院内がん登録の実施に係る指針
上記に加え、
意義、体制、品質管理、生存状況確認
個人情報の扱い

などを明文化

～2015

2016～
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院内がん登録の位置づけ-1

がん登録等の推進に関する法律第四十四条第一項
専門的ながん医療の提供を行う病院、その他の地域におけるがん医療の確保について
重要な役割を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して

院内がん登録を実施するよう努めるものとする

院内がん登録の実施に係る指針（厚生労働省告示第四百七十号）

院内がん登録とは、

「病院において、がん医療の状況を適確に把握するため、

当該病院におけるがん患者について、

全国がん登録情報よりも詳細な治療の状況を含む情報を収集し、

院内がん登録データベースに記録し、及び保存すること」

平成27年12月15日公布

平成28年1月1日施行
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院内がん登録の実施に係る指針（厚生労働省告示第四百七十号）

院内がん登録データベースの活用により、以下の効果が期待される

1. 病院において、当該病院において診療が行われたがんの罹（り）患、診療、転帰等の
情報を適確に把握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価と
比較することにより、がん医療の質の向上が図られること

2. 国立研究開発法人国立がん研究センターにおいて、院内がん情報等を
全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等の算出等を行うことにより、
専門的ながん医療を提供する医療機関の実態把握に資すること

3. 病院や国立がん研究センターにおいて、院内がん情報等を適切に公表することにより、
がん患者及びその家族等の医療機関の選択等に資すること

4. 行政において、前号に基づき公表された院内がん情報を活用し、がん対策の企画立案や
がん医療の分析及び評価を行うことにより、がん対策の充実が図られること

平成27年12月15日公布
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院内がん登録の位置づけ-2
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